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１．要 旨          

  「東大和市における個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例」の施行に際し、

母子保健法に関する事務手続きの一部を改める必要があるため、東大和市母子保健法施行

細則の一部を改正するものである。 

 

（1） 主な改正内容 

   ① 保健指導を申請する場合に必要な書類について明記する。（第４条関係） 

   ② 精密健康診査を受診する場合に必要な申請書、および保険証情報を証する書類につ

いて明記する。（第６条関係） 

   ③ 養育医療の給付申請を行う場合に必要な保険証情報を証する書類について明記す

る。（第１１条関係） 

 

 （2） 施行日 

   公布の日から施行する。 

 

  

 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

 総務課において審査済み 

 ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

庁議終了後、改正の手続を進めたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


